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美祢市立大嶺小学校いじめ防止基本方針

平成２６年３月策定

平成３０年２月改定

はじめに
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及

び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれ

があり、絶対に許されない行為である。

本校においては、これまでもいじめの防止・根絶に向けた対策として、組織体制の構築をはじめ、

児童生徒が主体となる授業づくり、学校行事・児童会活動・学級会活動を重視した人間関係づくり等

の未然防止の取組や、毎学期の教育相談やＦｉｔ（生活アンケート 、毎週１回の「心のアンケート」）

の実施等 「いじめは絶対に許されない」という毅然とした姿勢での早期対応の取組を進めてきた。、

しかしながら、近年、校内外でのことばの暴力やことばの乱れ、スマートフォン等を通じてのイン

ターネット上のコミュニケーションに係るトラブルが発生するなどの課題も見られた。

こうしたことから 「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうる」という認識の下 「未然、 、

防止 「早期発見 「早期対応」の取組の視点に「重大事態への対応」を加え、取組の更なる充実を図」 」

るとともに、地域との協働やいじめ対策委員会を中核とする組織的対応、外部専門家や関係機関との

連携を一層強化することにより、本校におけるいじめ防止等の対策が体系的・計画的かつ具体的に行

われるよう 「いじめ防止対策推進法 （以下「法」という ）の趣旨を踏まえ、国の「いじめの防止、 」 。

等のための基本的な方針」及び「山口県いじめ防止基本方針」を参酌して「美祢市立大嶺小学校いじ

め防止基本方針」を定める。

Ⅰ いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

１ いじめとは

【いじめの定義】
いじめとは、児童生徒等に対して、当該児童生徒等が在籍する等当該児童生徒等

と一定の人的関係にある他の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものを含む ）であって、当該行為の対象と。

なった児童生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう （法第２条）。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、特定の教職員のみによることなく、いじめ

対策委員会が中心となり、表面的・形式的にならないよう、いじめられた児童の立場に立って行

う。

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

◇ からかい、ひやかし、いじり、悪口、脅し文句、嫌なことを言われる

◇ 仲間はずれ、集団による無視をされる

◇ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

◇ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

◇ 金品をたかられる

◇ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

◇ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

◇ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相

談することが重要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警

察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、いじめた児童への教育的な配慮

やいじめられた児童の意向への配慮の上、早期に警察に相談・通報し、連携した対応を取る。
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２ いじめの防止等に係る基本的考え方

（１）いじめの防止

児童生徒等は、いじめを行ってはならない （法第４条）。

いじめを根絶するためには 「いじめは絶対に許されない 「いじめは卑怯な行為である」と、 」

の認識の下、未然防止の観点から、すべての児童を対象とした人権教育や道徳教育、情報モラ

ル教育等、健全育成に係る取組を総合的かつ効果的に推進し、家庭や地域、関係機関等との連

携・協働の下、豊かな人間性、確かな学力等の生きる力を育む教育活動を行う。

また、日頃から 「ヒヤリ 「ハッ」とした事例（からかい、ひやかし、いじり等）を、蓄積、 」

・公開・共有することで、教職員の危機意識を高め、重大な災害や事故の未然防止に努める。

（２）いじめの早期発見・早期対応

いじめは構造的に見えにくい一面があることから、児童の些細な変容について、関わるすべ

ての教職員が状況等を共有し 「背景にいじめがあるのではないか」との危機意識をもち、い、

じめを軽視したり、隠したりすることなく、可能な限り早期のいじめの認知に努める。

いじめを認知した場合は、迅速かつ適切、丁寧な指導・支援を行い、児童にとって、一刻も

早く安心・安全な学校生活となるよう、必要に応じ、関係機関や専門家等と連携しながら、い

じめが確実に解決されるまで、組織による粘り強い対応を行い、また、解決後もきめ細かく見

守りを行う。

いじめの発見・通報を受けた場合には、担任が一人で事案を抱え込むことなく、学校として

情報の共有を基に、いじめ対策委員会を中核として、全校体制でいじめの解決に向けて取り組

む。

（３）家庭や地域との連携

社会全体で児童を見守り、健やかな成長を促すとともに、より多くの大人が子どもとしっか

りと関わり、悩みや相談を受け止めるなどの体制を構築するため、相談窓口等の周知、ＰＴＡ

や学校運営協議会等と積極的に協働を図る。

（４）関係機関等との連携

いじめの問題の対応においては、関係の児童・保護者間での解決を図るだけでなく、事案に

よっては、関係機関等と速やかに適切な連携を図る。

平素から、教育委員会、児童相談所、警察、地方法務局等と定期的に連絡・協議する機会を

設けるなど、情報共有体制の更なる充実に努める。

Ⅱ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

１ いじめの防止等のために実施する事項

（１）いじめの防止等のための組織

【いじめ防止対策推進法第22条】
学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当

該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関
係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

、 、本校におけるいじめ防止等の対策を計画的・組織的に行うため 取組を統括する組織として

「大嶺小学校いじめ対策委員会」及び「校内いじめ対策委員会」を置き、各取組に対し、評価

・検証等を行い、恒常的に改善を図る。

○ 大嶺小学校いじめ対策委員会

年間２回の全委員による会議、学期ごとの校内委員による取組状況検討会議、事案の発生時

に必要に応じた委員による緊急会議等
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・ 構成

管理職、保護者代表、学校運営協議会、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カー、生徒指導部長、教育相談部長、学年主任、養護教諭、生徒指導担当教員

※ 必要に応じ、外部専門家と連携・協働する体制を構築する。

・ 役割

◇ 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証

・改善

◇ いじめの相談・通報の窓口

、 、◇ いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の開催 情報の迅速な共有

関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と

保護者との連携

○ 校内いじめ対策委員会（毎月の職員会議、事案発生時の緊急会議等）

・ 構成

校長・教頭・教務・校内コーディネーター・生徒指導主任・養護教諭・教育相談・地域コ

ーディネーター等必要に応じて招集する。

・ 役割

、 、◇ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集 記録

共有

、 、◇ いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の開催 情報の迅速な共有

関係のある児童への事実関係の聴取、関係児童への生徒指導 等

◇ 学校行事、校内研修等の企画・実施

◇ アンケート調査の実施・結果の分析・対策の検討

（２）人権が尊重された学校づくり

いじめは、著しく人権を侵害する行為であり、未然防止に努めることが大切である。

「いじめは人間として、絶対に許されない」という意識を徹底するとともに、互いの人格を尊

重した態度や言動ができるよう、組織的・計画的に人権教育に取り組む。

また、人権教育を推進・充実させるためには、教職員自身が人権尊重の理念を正しく理解・

認識し、自らの人権感覚を磨くことが重要である。そのため、人権の意義や重要性及び人権問

題についての理解、人権意識の高揚を図ることなど研修に取り組む。

（３）豊かな心を育む教育の推進

・ 児童の一人ひとりの夢の実現に向けて、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」の核とな

る豊かな人間性を育むため、教育活動全体を通して、道徳教育を充実させる。

・ いじめの未然防止に向け、児童の規範意識を醸成するため 「きまり 「節度 「礼儀」を、 」 」

重視した取組を具体的に行う。

・ 社会貢献の在り方、自他の権利の尊重、人としての暮らし方やふるまい方等を学ぶため、

地域清掃活動等のボランティア活動を充実する。

２ いじめの防止等のために実施する具体的な取組

本校におけるいじめ防止等の取組が体系的・計画的かつ具体的に行われるよう 「校内いじめ対、

策委員会」を中核とする「未然防止 「早期発見 「早期対応」に向けた実効的な対策を行う。」 」

（いじめの予防）未然防止
（１）生徒指導・教育相談体制の充実・強化

・ 教職員の資質能力の向上に向け、スクールカウンセラー等と連携しながら、積極的に事例

研究や教育相談等のいじめ防止等に向けた校内教職員研修を開催する。

・ すべての児童の能力を最大限に発揮できるよう、開発的な援助を行う教育相談体制の充実
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に一層努めるとともに、Ｆｉｔ（生活アンケート）を活用するなどの取組を行い、児童理解

に努める。

・ 小中の切れ目のない支援体制を構築するため、小中連携を促進し、学校相互間の情報共有

に努めるとともに、一貫したいじめの防止等の対策に取り組む。

（２）教育活動全体を通した取組

・ 自ら考え、判断し、表現する学習活動を通して学び合い、学習内容を深めていくことがで

きる 「教えて 考えさせて 定着させる」授業づくりに努める。、

、 、・ すべての教育活動を通じて道徳教育を行い 児童の社会性や規範意識等の豊かな心を育み

一人ひとりの健全な成長が促されるよう、取組を進める。

、 、 、・ 児童が 他者との協力の大切さを感じ 成し遂げる喜びを体験していくことができるよう

学級活動をはじめ、学校行事、児童会・委員会活動・クラブ活動等において、内容・方法等

を工夫改善する。また、いじめの防止・解決に向けた児童の主体的な取組を支援する。

・ 学校行事やボランティア活動、ＡＦＰＹ（県独自の体験学習法）を活用した体験活動等に

重点的に取り組み、思いやりの心や社会性を育む。

・ 児童会提唱の「いじめをなくす大嶺小子ども宣言（ いじめなしスローガン」及び「５つの「

」）」（ ） 、 。誓い 別記１ を朝の会等で唱和し いじめに対する子どもの意識及び実行力を高める

・ 「６つの改善実践事項【改訂版 （別記２）の確実な実施に努める。】」

・ 安心・安全な学校に向けて、学校環境を整備するとともに 「居場所」のある学級づくりに、

努める。

・ 日頃から 「ヒヤリ 「ハッ」とした事例（からかい、ひやかし、いじり等）を、蓄積・公、 」

開・共有することで、教職員の危機意識を高め、重大な災害や事故の未然防止に努める。

（３）家庭・地域との連携

・ いじめを解決していくためには、保護者との緊密な連携が必要であるため、日頃から信頼

関係づくりに努める。

・ ＰＴＡ、学校運営協議会、青少年健全育成協議会等の関係団体や警察等の関係機関と協議

する機会を設け、いじめの問題の解決に向けて地域ぐるみで取り組む。

・ 児童の校外生活について、日頃から地域の相談窓口や関係機関とも連携を図り、学校を中

心とした地域の情報ネットワークの充実・強化に努める。

・ 地域とともにある学校づくりに向けて取り組んでいるコミュニティ・スクールの中核であ

る学校運営協議会において、いじめ問題に関する情報を学校、家庭、地域で共有し、未然防

止についての対策を熟議する。

・ 家庭、地域、学校が一体となって「いじめ防止に向けての三者協同声明（別記３ 」の７つ）

の誓いの実行に努める。

（把握しにくいいじめの発見）早期発見
（１）校内指導体制の確立

・ 「背景にいじめがあるのではないか」という意識を常にもちながら、保護者と緊密に連携

し、定期アンケート、各学期の個人面談に取り組むとともに、担任を中心に全教職員できめ

細かく児童を見守る体制をつくる。

・ 開かれた保健室や相談しやすい教育相談室づくりの取組に加え、教育相談月間の実施や教

育相談箱の設置等、様々な手段で児童の不安や悩みをしっかりと受け止める。

（２）子どもの実態の把握

・ 週１回のアンケート（別記４）を原則木曜日に実施し、翌日の金曜日に全教職員による情

報共有会を開催する。いじめに関する訴えがあった場合には、アンケート用紙の裏面等を活

用して、①被害児童名、②加害児童名（関わった児童名含む 、③いじめの状況（いつ、ど）

こで、どのようないじめがあったか 、④指導内容（いつ、どこで、だれが、どのような指）

導を行ったか 、⑤指導後の状況（被害児童及び加害児童）等、聞き取ったことや指導した）

内容を記録として残すようにする。

・ また、授業時間はもちろんのこと「朝の会」や「休み時間 「帰りの会」等、子どもと向」、

き合う時間を大切にし、日常の観察等により総合的に児童の実態を把握に努める。
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（３）家庭・地域との連携

・ 学校に寄せられる保護者や地域からの意見を課題把握に生かし、共に考え、児童のために

いじめを解決していく姿勢を明確に示す。

・ 連絡帳等を活用して、保護者の目で見た家庭での子どもの様子を把握に努める。

（現に起こっているいじめへの対応）早期対応
（１）早期対応のための本校の体制

・ 週１回のアンケートをもとに、被害児童に加え、加害児童及び関係児童から関係教職員が

聞き取りを行う。矛盾がある場合は、再度の聞き取りを行い「事実関係」の確認に努める。

・ いじめを認知した場合は、担当教職員が抱え込むことなく、速やかに情報の共有と事実関

係（時・場所・人・態様等）の調査を行い、客観的な事実を基に、保護者と緊密に連携し、

いじめ対策委員会を中核として、全校体制で解決に向けて取り組む。

（２）いじめへの対応

・ いじめられている児童を守り抜くとともに、いじめている児童に対しては、懲戒も含め毅

然とした姿勢で対応する。

・ 学校内に「いじめは許されない」という雰囲気づくりに努めるとともに、周りではやした

てる児童や、見て見ぬふりをする児童に対しても、いじめを制止するか、あるいは教職員に

相談するよう指導する。

、 、 、・ いじめられている児童の心のケア いじめている児童の内省を促す支援等 必要に応じて

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、外部専門機関との連携を図る。

・ インターネットや携帯電話を通じて行われるいじめに対しては、いじめを受けた児童から

の申し出を精査する過程で、書き込み等を印刷又は写真撮影しておくなど、記録を取る。

・ いじめられている児童の保護者との面談の時間を速やかに設定し、教職員が保護者と一緒

に考え、児童のためにいじめを解決していく。

、「 、 」 、・ いじめている児童の保護者へは いじめは人間として 絶対に許されない との認識の下

いじめの解消に向け取り組むことを伝えるとともに、児童のよりよい成長のために協力を依

頼する。

（３）地域・関係機関との連携

・ 日頃から開かれた学校づくりに努め、いじめの解決に当たっては、学校運営協議会、家庭

及び地域の積極的な協力を得る。

、「 」・ 犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は やまぐち児童生徒サポートライン

（平成１６年４月施行）による「学校から警察への連絡に関するガイドライン （平成２２」

年１１月策定）に基づき、教育的配慮を行いながら、警察と連携した対応を図る。

いじめの解消３

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必

要がある。

（１）いじめに係る行為が止んでいること

・ 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる

ものを含む）が止んでいる状態が、相当の期間（少なくとも３か月を目安とする）継続して

いること。

・ いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目

安にかかわらず、大嶺小学校いじめ対策委員会又は校内いじめ対策委員会の判断により、よ

り長期の期間を設定するものとする。

・ 学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童の様子を含め状況を注視

し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を

設定して状況を注視する。

（２）被害児童が心身の苦痛を感じていないこと

・ いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童等

への面談等を実施し、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていない

と認められること。
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・ いじめが解消に至っていない段階では、学校は被害児童を徹底的に守り通し、

その安心・安全を確保する責任を有する。

・ 大嶺小学校いじめ対策委員会又は校内いじめ対策委員会においては、いじめが

解消に至るまで、被害児童の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員

の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。

学校評価による評価・検証・改善４

本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付ける。評価結果を踏ま

え、学校におけるいじめの防止等のための取組を検証し、改善を図る。

Ⅲ 重大事態への対応

１ 重大事態の判断及び報告

重大事態とは（法第２８条）
○ いじめにより当該学校に在籍する児童生徒等の生命、心身又は財産に重大な

被害が生じた疑いがあると認めるとき 「第１号事案」

○ いじめにより当該学校に在籍する児童生徒等が相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている疑いがあると認めるとき 「第２号事案」

【 生命、心身又は財産に重大な被害」とは】「

◇ 子どもが自殺を企図した場合 ◇ 身体に重大な傷害を負った場合

◇ 金品等に重大な被害を被った場合 ◇ 精神性の疾患を発症した場合

【 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている」とは】「

◇ 不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とするが、子どもが一定期間連

続して欠席しているような場合も、市教委又は学校の判断で重大事態と認識

する。

※ 児童生徒やその保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てが

あったときは、学校は重大事態が発生したものとして真摯に対応する。

いじめ対策委員会において「第１号事案」及び「第２号事案 （疑いを含む）の発生を把握し」

たときは、速やかに市教委に「①学校名、②対象児童の氏名、学年、性別、③欠席期間（第２

号事案に該当する場合 、④報告の時点における対象児童の状況、⑤重大事態に該当すると判断）

した根拠」を報告し、指導助言を得る。併せて、前掲「早期対応」と同様、いじめられている

児童の心身の安全の確保を最優先に、いじめの解決に向けた取組を行う。

２ 重大事態の調査
（１）調査の主体

事態の重大性や特性、それまでの経緯、いじめられた子ども・保護者の訴え、学校の実情

などを踏まえ、学校を主体とした委員会で行うか、市教委において第３者を主体とした委員

会で行うかを市教委が判断する。決定後は速やかに調査を実施する。市教委が設置する専門

家等の第三者からなる「いじめ問題調査委員会」による調査を行う場合もある。

（２）調査の趣旨

調査は因果関係の特定を急ぐものではなく、客観的な事実関係を明確にし、真摯に事実に

向き合うことで、当該重大事態への対応及び同種の事態の発生防止に資することを目的とす

る。

「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃

から 、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や子どもの人間）
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、 、関係にどのような問題があったか 学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を

可能な限り網羅的に明確にすることである。

（３）調査の組織

いじめ対策委員会を中核として、中立性・公平性を確保した上で調査を行う。なお、詳細

な事実認定が必要と判断される場合には、弁護士や警察ＯＢ等、外部の専門家の派遣を市教

委に依頼し、情報の分析を依頼することも検討する。また、専門的知識及び経験を有し、当

該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図る

ことにも努める。

（４）調査方針の説明

、 。調査を実施する前に 被害児童及び保護者に対して以下の①～⑥の事項について説明する

①調査の目的・目標 ②調査主体（組織の構成、人選） ③調査時期・期間

④調査事項、調査対象 ⑤調査方法 ⑥調査結果の提供

（５）調査結果の報告及び提供

、「 」（ ） 、① いじめ行為の事実関係を いじめの重大事態に係る聞き取り調査票 別記５ を活用し

可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事

実関係を速やかに調査する。

② これまでに学校で先行して調査を行っている場合にも、調査資料の再分析や必要に応じた

調査を実施する。

③ 対象の子どもや保護者に対して、調査の進捗状況等について、説明を適切に行う。

④ いじめとの因果関係をもとに、再発防止に向けた提言も調査報告書に盛り込む。

（６）留意事項

質問紙調査を実施するに当たっては、いじめられた子ども・保護者に結果の提供をする場

合があることを踏まえ、調査対象の子ども・保護者にあらかじめ説明する等の措置が必要で

ある。

なお、重大事態が起こった場合は、いじめられた子どもはもとより、関係のあった子ども

は深く傷つき、学校全体に不安や動揺が広がることが想定される。子どもや保護者等の心の

ケアを最優先しながら、安心・安全な学校生活を取り戻し学校機能の回復に努めていかなけ

ればならない。

Ⅳ 家庭・地域・関係機関との連携
いじめの問題の解決に向けては、家庭・地域との緊密な連携・協働が重要である。そこで、学校

を家庭・地域に開かれたものにしていくため、必要に応じて、ＰＴＡ専門部に「いじめ対策部会」

を設置するとともに、青少年健全育成協議会等の地域の関係団体にも協力を依頼し、学校基本方針

の共通理解を図りながら、地域ぐるみで情報交換の促進、連携の強化等に努める。

また、児童・保護者の不安や悩み等を受け止めるとともに、地域とも協働を図るため、本校の相

談窓口や関係機関等の相談窓口の周知を図り、必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカー等の専門的な相談にも対応できる体制を整備する。

１ 本校の相談窓口

〒759-2212 山口県美祢市大嶺町東分１７２１

電 話 ０８３７－５２－０２４７
相談メール oomine-e@c-able.ne.jp
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２ 関係機関等の相談窓口

○美祢市いじめ１１０番（ヤングテレフォン美祢） ０８３７－５２－０４００

○美祢市教育委員会事務局学校教育課 ０８３７－５２－１１１８

○こどもの人権１１０番（山口地方法務局） ０１２０－００７－１１０

○サイバー犯罪対策室（山口県警本部） ０８３－９２２－８９８３

○ヤングテレフォン・やまぐち（山口県警本部） ０１２０－４９－５１５０

○山口県教育庁行政相談室（教育庁教育政策課 ０８３－９３３－４５３１)
０８３－９２２－７５１１○児童相談所（中央児童相談所）

○いじめ１１０番（やまぐち総合教育支援センター） ０８３－９８７－１２０２

○ふれあい総合テレフォン ０８３－９８７－１２４０

（やまぐち総合教育支援センター）

○ふれあいメール（やまぐち総合教育支援センター） soudan@center.ysn21.jp



いじめ防止に向けての 
大嶺小学校・大嶺小学校PTA　〃　大嶺小学校運営協議会 

協　同　声　明 
－いじめ防止に向けて、学校は，親は“地域は、どう取り組むか－ 

～　三者一体で取り組むための　大嶺小　7つの暫い　～ 
S 

学　校　は
一、私たちは、深い教育的愛情のもとに、集団での学習・生活規律を重んじ、

いじめのない、希望に満ちた学校生活が送れるよう、心の教育を基盤に、

学力、健康・体力の向上に全力を尽くします。

一、私たちは、子どもの心に寄り添い、小さなサインを見逃さないよう、保護

者との連携を密にして、全校体制で、子どもの不安や悩みの解消にあたり
ます。

一、私たちは、わかる・できる授業を行い、子どもの自己肯定感を高めます。

保 �護 �、考 �は 
一、私たちは、子の教育に第一義的責任を有するものとしての努めを果たすべ

く、わが子としっかりと向き合い、規範意識や自立心を育てます。

一、私たちは、学校や保護者同士のつながりを深め、大嶺小の子どもは、わが

子同様、厳しくも温かい愛情を注ぎ、ともに育てます。

一、私たちは、いじめ等の問題が生じた時は、事の重大性を真率に受け止め、

学校と連携を密にしながら、学校及び保護者間で、その早急な解決に向け
て、適切かつ、迅速に対応します。

地， �域 �痩 

一、私たちは、「子は地域で育つ・地域の宝である」考えのもと、学校や保護

者と協働して、「大嶺小学校応援志隊」の活動の充実と発展に、「層努め、
子どもの社会的自立を支援します。

平成26年12月12日（金）に開催した臨時全体保護者協議会での協議を受け、三者 
代表の決議により、【学校・保護者・地域】は、軌を一にし、緊密に連携をとりながら、 
上記事項を協働体制のもとに、実践することを表明する。 

平成26年　12月　16日 

美祢市立大嶺小学校　校　長　　　　岡　崎　　　聡 
同　　　　　PTA会長　　堀　　　圭　介 
同　　　　　運営協議会長　野　村　孝　司 

別記 １



大嶺小の子どもは
－　いじめをなくす　大嶺小　子ども宣言　－

、、　ノ　　ー、、＼一　、、　　＼一　　　、、、＼一、・、＼、、1＼－＼＼。　　　一　　一　　　　　＼　－　＼。1、、裏、、　、1－ � 

認証田劃＝雷撃日間園田暖臨曲的国表　彊 
灘強練駁総へ、＼、へ＼…”、、、、1’、‘、“＼－閲…へへ’べ“、ヾ1‘’‘’’’’、…‾－＼’、＼〈“－、＼‘、一＼一＼1‘、、ii‘＼、“＼－一関、三幸べべシ“、｝～‾＼－‘‾）、’へ、…＼＼一一一°‘’、、、（‾　　　　　　　　　　　　　　　看 

㊤っもみんなが笑顔の学校 

⑤分は思っていなくても相手が思ったら 
いじめです 

◎を見てすなおにあやまろう 

（③くそうみんなで力を合わせ　　－ 

（Dない・させない・ゆるさない 

明るく　楽しい学校つくります 

ちか船をみんなで行います。そのために、5

大嶺小子ども宣言「5つのちかい」 �� 

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ���○ ミ いじめをなくすスローガンを毎朝、みんなで、しっかりと読み 

いやなことがあったら、すぐに、先生やお家の人に話します。 

友達がいやなことをされていたら、勇気をもって、注意します 
注意をされたら、すなおに、ききます。 

学校であったことを進んで、お家の人に話します。 

あいさつを元気よくして、明るく、元気な大嶺小にします。 

珊 �かしこく言出＿へ、i敬かろ二言」　」　‾「たく剥く 

別記 ２



大嶺小学校「いじめ防止に向けての協同声明」を
受けての「６つの改善実践事項 【改訂版】」

わたしたち大嶺小学校は、子ども一人ひとりの心に寄り添いながら、子どもとしっか

り向き合い、ふれあう時間や場をこれまで以上に十分に確保する中で 「いじめなし」、

に向けた取組を徹底して行い、学校と家庭でつなぐ児童理解をはじめ、道徳、人権教育

の充実、及び規律ある学習・生活態度の育成に一層努めてまいります。

保護者の方との緊密な連携の強化をめざして

①「親と子、学校とのなんでも相談日」を毎日実施します。

お子さんのことで、担任等と御相談されたい場合は、水曜日（職員会議、職員研修）

を除く、月～金曜日の放課後の時間帯（１６：００～１６：４０）に、ぜひ御来校くだ

さい。

ただし、当日、担任が出張等で不在の場合もありますので、御来校の際には、事前に

。 、 、 、 、担任まで御連絡いただければ助かります 相談は 教育相談担当 養護教諭 管理職等

担任以外の対応も可能です。どうぞ御遠慮なく御活用ください。

②「いつでも参観日」を毎日実施します。

授業や休み時間、給食、掃除の時間、いつお越しになられても構いません。お気軽に

御来校いただき、どうぞ子どもたちの学習や生活の様子を自由に御参観ください。

③いじめ問題解決に向けて早急な対応に努めます。

木曜日に原則実施しているアンケートに記載された子どもの相談については、速やか

に聞き取りと指導を行います。いじめにつながる可能性がある事案については、早急に

保護者の方へ連絡します。その後は経過観察を行い、必要に応じて、お子さんの様子に

ついて、再度、保護者の方にお知らせします。

④道徳で学習したことを御家庭にお知らせします。

道徳の時間に学習したプリントや授業の様子を学年・学級だより等で、御家庭にお知

らせします。ぜひ、お子さんといっしょに大切な「心の勉強」について話し合いをして

いただけると有り難いです。

あいさつが進んでできる子どもの育成をめざして

⑤あいさつ運動を実施します。

原則、毎月５日と１８日を「ことばの日」とし、教職員が正門前や東門にてあいさつ

運動を行い、子どもたちに元気なあいさつ、気持ちのよいあいさつを届け、あいさつす

ることのよさを伝えます。併せて、言葉の意味や言葉の美しい響き等を子どもが感じる

ことができるように努めます。保護者や地域の方で、ともに活動してくださる方がいら

っしゃいましたら、ぜひ御参加ください。

規律と意欲の調和のとれた、厳しくも温かい教育指導をめざして

⑥始業１分前着席・黙想に取り組みます。

３校時及び５校時の始業１分前は、全学年で着席し、黙想を徹底して行います。時間

を守ることや学習準備を整えること等、規律を徹底して指導し、秩序ある学習・集団づ

くりを進めます。

別記 ３



【 表 面 】 

月  日（  ）「心のアンケート」   年  組 名前（            ） 

 
今週
こんしゅう

のことをよく思
おも

い出
だ

して答
こた

えてください。 当
あ

てはまるものを、○でかこんでください。 

１ 学校
がっこう

は、楽
たの

しいですか。 はい ふつう いいえ 

２ 友
とも

だちと、楽
たの

しく過
す

ごせていますか。 
はい 

 
ふつう いいえ 

３ いやな思
おも

いをしたことがありましたか。 なかった あった 

４ 友
とも

だちの中
なか

に、いやな思
おも

いをしている人がいましたか。 いなかった いた 

５ パソコンや携帯
けいたい

電話
で ん わ

で、いやな思いをしませんでしたか。 なかった あった 

６ その他
ほか

のことで、気
き

になることはないですか。 ない ある 

７ 
先生
せんせい

に相談
そうだん

したいことがありますか。 

ある人
ひと

は、どの先生
せんせい

か、○をつけてください。 

ない 

ある 

① 担任
たんにん

の先生
せんせい

 

② 保健室
ほけんしつ

の先生
せんせい

 

③ その他
た

（    ）先生
せんせい

 

 

 

【 裏 面 】（いじめの訴えがあった場合、以下５項目について記入） 

① 被害児童名 
 
 

② 加害児童名（集団の場合は、氏名を連記する） 
 
 

③ いじめの状況 
 
 

④ 指導内容（誰が、どのような指導を行ったか） 
 
 

⑤ 指導後の状況 
 
 
 
 
 

別記 ４ 



いじめの重大事態に係る聞き取り調査票
美祢市立大嶺小学校

① 聞き取り日時 平成 年 月 日（ ）

② 被害児童・生徒名

③ 聞き取り対象児童・生徒名

④ 聞き取り実施者名

被害児童・生徒に係るいじめについて （ ）知っている・ ）知っていない（

ケース１

確 認 事 項 具 体 的 事 実

⑤ 発生日時 平成 年 月 日（ ）

⑥ 発生場所

年 組

氏 名 （男・女）

⑦ 加害児童・生徒 集団の場合（氏名を連記）

内容・状況

⑧ ・きっかけ

・具体的状況

・継続の有無（継続期間）

・その後の状況

別記 ５



美祢市教育委員会

毎月の定例教育委員会議において、市内小・中学校におけるいじめの実態把握を行うと

ともに、いじめ問題に対する市の方針を決定し、いじめ根絶に向けた取組の提言を行う。

指導・助言 報告

美祢市いじめ問題対策連絡協議会

年間２回の定例会議(５月・２月)において、いじめ根絶に向けた取組について協議

・検証する。いじめに対する基本的な考え方を共有し、関係機関の連携を推進する。

いじめ問題の重大事態が発生した場合は、臨時に協議会を開催し、具体的な対応策

を検討する。

いじめＳＳＴ

学校からの要請や事案に応じて、いじめ 巡回指導員が各校を訪問し、関係機SST
関職員や専門家等との連携を図る。(ケース会議、校内研修等)

さらに、いじめ問題解決に向けた実効的な活動を行う。(毎学期の巡回訪問、要請

※ＦＲアドバイザー事業等の活用訪問等）

いじめＳＳＴ巡回指導員

適応教室指導員、美祢市地域福祉課職員、少年安全サポーター、特別支援推進リ

ーダー、学校教育課担当指導主事

スクールカウンセラー 児童相談所 子どもと親のサポートセンター

スクールソーシャルワーカー 美祢警察署 医療機関

※ 必要に応じて､弁護士､地域コーディネーター､該当地区の民生委員を会員に加える。

支援 要請

学 校

いじめ対策委員会

学校の組織的ないじめ対策の中核として、実効的な取組を行う。

校長・教頭・学校運営協議会委員

【生徒指導部会】

生徒指導主任・養護教諭・学年主任・担任

部活動顧問・教育相談担当教員

学校担当ＳＣ・学校担当ＳＳＷ 等

支援 支援 支援

関係機関 外部専門家地 域

関係図


